
高齢者世帯等住宅緊急除雪費補助事業

よくある質問
業者への支払いをATMで行いました。領収書の代わり

に請求書や振り込み明細書を提出してもいいですか？
Ｑ

領収書を必ずご提出ください。
その他の書類では、補助金の交付はできません。

Ａ

申請額を間違えました。押印等をして訂正すること
はできますか？

Ｑ
訂正印があっても申請額の訂正はできませんので、

お手数ですがもう一度申請書をご記入ください。
Ａ

除雪を３回行いました。申請書は３枚提出しなけれ
ばいけませんか？

Ｑ
申請書１枚にまとめて申請することができます。

年度内の交付額は合計で上限４万円です。
Ａ

１か月前に除雪を行いました。今から申請すること
はできますか？

Ｑ
申請期限内であれば申請することができます。申請

期限までに必要書類を揃えてご提出ください。
Ａ

スマート通帳なので紙の通帳がありません。申請す
ることはできますか？

Ｑ
申請できます。申請書提出の際に、スマホなどのス

マート通帳の内容を確認できるものをお持ちください。
Ａ

その他不明な点は、お近くの総合センター か 本庁 健康福祉総務課（0854-40-1041）までお問い合わせください。


